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一
般議案に

　

　
対する

議 案 審 議
問　

医
療
体
制
検
討
業
務
委
託

料
四
〇
〇
万
円
の
内
容
は
。

答　

県
西
総
合
病
院
の
将
来
ビ

ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
桜
川
市
民

が
必
要
と
す
る
医
療
体
制
は
何

か
を
調
査
す
る
た
め
の
費
用
で

す
。
具
体
的
に
は
、
課
題
を
整

理
し
た
中
で
必
要
と
す
る
診
療

科
目
、
医
師
の
確
保
、
施
設
の

適
正
規
模
、
病
床
・
病
棟
・
建

物
の
更
新
ま
た
は
建
て
か
え
、

経
営
形
態
、
救
急
医
療
体
制
等

を
調
査
す
る
た
め
の
委
託
料
で

す
。

問　

十
二
月
十
一
日
の
一
般
質

問
で
、﹁
新
中
核
病
院
と
県
西

総
合
病
院
の
行
方
に
つ
い
て
﹂

の
答
弁
の
中
で
、
市
長
は
﹁
以

前
と
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
た

の
で
、
県
西
総
合
病
院
と
筑
西

市
民
病
院
、
協
和
中
央
病
院
の

枠
組
み
に
よ
る
再
編
統
合
の
協

議
の
中
に
参
加
し
た
い
﹂
と
答

弁
を
し
て
い
る
が
、
大
き
く
変

化
し
た
理
由
は
何
か
。
ま
た
、

参
加
す
る
た
め
の
条
件
は
何

か
。

答　

先
日
、
正
副
議
長
は
じ
め

三
常
任
委
員
長
と
真
壁
医
師
会

医
療
体
制
検
討
業
務
委
託
料

施
設                       

使
用
料
・
証
明
書
手
数
料
を
改
正

の
皆
さ
ん
と
話
し
合
い
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
医
師
会

か
ら
、
県
西
地
区
の
医
療
過
疎

の
解
決
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
中
で
も
、
県
西
総

合
病
院
は
必
要
不
可
欠
と
の
話

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
県
の

保
健
福
祉
部
長
や
幹
部
の
皆
さ

ん
と
の
話
し
合
い
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
公
立
二

病
院
︵
県
西
総
合
病
院
・
筑
西

市
民
病
院
︶
の
再
編
統
合
は
厳

し
い
状
況
で
す
。

　

県
か
ら
、﹁
視
野
を
広
げ
て

話
し
合
っ
た
ら
ど
う
か
﹂
と
い

う
話
が
あ
り
、
公
立
二
病
院
に

協
和
中
央
病
院
を
含
む
三
病
院

と
い
う
形
の
中
で
進
め
ら
れ
れ

ば
、
場
所
等
の
問
題
も
再
構
築

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
思
い
を
持
ち
ま
し
た
。
ま

た
、
桜
川
市
は
開
業
医
が
少
な

く
、
予
防
接
種
等
の
大
半
は
県

西
総
合
病
院
に
お
願
い
し
て
い

ま
す
。
地
域
に
密
着
し
た
こ
の

県
西
総
合
病
院
を
確
実
に
残
し

て
い
く
こ
と
を
条
件
と
し
た
交

渉
を
し
て
い
き
た
い
。

市
施
設
の
使
用
料
の

減
免
規
定
の
統
一
化

　

こ
の
条
例
は
、
行
財
政
改
革

大
綱
及
び
実
施
計
画
に
基
づ
き
、

施
設
の
使
用
料
、
手
数
料
の
適

正
化
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定

め
、
受
益
者
負
担
に
関
す
る
統

一
的
な
考
え
に
基
づ
き
施
設
使

用
料
の
減
免
に
つ
い
て
明
確
に

規
定
し
、
現
在
使
用
料
を
徴
収

し
て
い
る
施
設
の
中
で
、
改
正

が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
改
正

す
る
も
の
で
す
。

問　

減
免
規
定
の
統
一
化
に

よ
っ
て
、
現
在
は
減
免
さ
れ
て

い
る
が
、
有
料
に
な
る
も
の
は

あ
る
の
か
。
そ
の
増
収
額
は
い

く
ら
か
。

答　

増
収
の
見
込
み
は
、
概
算

で
約
三
五
〇
万
円
で
す
。

問　

使
用
料
減
免
規
定
の
十
一

項
目
で
、﹁
障
害
者
ま
た
は
七

十
歳
以
上
の
団
体
で
使
用
す
る

場
合
は
減
額
、
そ
れ
か
ら
個
人

利
用
に
お
い
て
障
害
者
ま
た
は

七
十
歳
以
上
云
々
﹂
と
あ
る
が
、

以
前
と
変
わ
っ
た
の
か
。

答　

検
討
委
員
会
や
他
の
市
町

村
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
状
況
も

勘
案
し
な
が
ら
、
免
除
と
減
免

の
統
一
的
な
考
え
方
を
つ
く
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。

各
種
証
明
書
等

発
行
手
数
料
の
改
正

　

こ
の
条
例
は
、
行
財
政
改
革

大
綱
及
び
実
施
計
画
に
基
づ
き
、

使
用
料
、
手
数
料
の
適
正
化
に

関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
、
近

年
の
社
会
状
況
の
変
化
を
踏
ま

え
た
計
画
的
な
財
政
運
営
と
財

源
確
保
を
図
る
た
め
に
、
証
明

書
等
発
行
に
関
す
る
手
数
料
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

問　

今
回
の
手
数
料
の
値
上
げ

に
よ
っ
て
、
い
く
ら
増
収
が
見

込
め
る
の
か
。

答　

手
数
料
は
、
二
〇
〇
円
が

一
〇
〇
円
値
上
げ
し
て
三
〇
〇

円
に
な
り
ま
す
。
件
数
は
七
万

件
で
す
か
ら
、
約
七
〇
〇
万
円

の
増
収
で
す
。

12 月 11 日から 13 日まで

の会期で開催され、多岐

にわたり審議が行われ

ました。
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共
下
水
道
事
業
受
益

者
負
担
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

問　

旧
岩
瀬
町
第
一
負
担
区
、

国
道
五
〇
号
北
側
の
御
領
・
明

日
香
・
富
士
見
台
の
全
部
・
岩

瀬
の
一
部
が
今
回
第
二
負
担
区

と
し
て
追
加
さ
れ
た
。
受
益
者

負
担
金
は
、
第
一
負
担
区
と
同

額
で
基
本
料
金
が
二
五
万
円
で

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
五

〇
円
の
地
積
割
及
び
区
割
り
の

併
用
方
式
に
つ
い
て
は
理
解
し

た
が
、
合
併
し
て
七
年
も
た
っ

て
い
る
の
に
、
真
壁
地
区
・
大

和
地
区
・
岩
瀬
地
区
の
水
道
料

金
の
よ
う
に
統
一
で
き
な
い
の

か
。

答　

合
併
前
の
旧
三
町
村
に
よ

り
決
定
さ
れ
た
受
益
者
負
担
金

を
、
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
、
つ
く
ば
市
・

筑
西
市
・
下
妻
市
・
笠
間
市
に

つ
い
て
も
旧
町
村
で
整
備
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
継
承

し
、
統
一
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

問　

今
後
、
羽
黒
地
区
ま
で
延

伸
の
話
を
聞
く
が
、
少
子
高
齢

化
や
人
口
減
少
な
ど
を
考
え
る

と
、
費
用
対
効
果
は
ど
う
か
。

答　

公
衆
衛
生
上
の
向
上
と
公

共
用
水
域
の
水
質
改
善
に
努

め
、
社
会
情
勢
の
変
化
を
考
慮

し
て
公
共
下
水
道
全
体
の
計
画

を
見
直
し
、
事
業
の
縮
小
を

図
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
事
業

の
必
要
性
・
経
済
性
及
び
住
民

の
ニ
ー
ズ
な
ど
を
調
査
し
、
優

先
順
位
を
つ
け
て
整
備
を
し
て

い
く
考
え
で
す
。

●排水設備
家庭から出る下水を公共ます

に流すため、個人が宅地内に

設置・管理する設備です。

排水設備
〈個人が設置〉

公共下水道
〈市が設置〉

流域下水道
〈県が設置〉

●公共下水道
市が建設し、管理する下水道

です。

●流域下水道
２市町村以上の公共下水道から

の下水を集めて処理する下水道

です。

市が現在進めているのは、茨城

県と桜川市、つくば市、筑西市、

下妻市の４市で構成する小貝川

東部流域下水道事業です。

下水道の仕組み（小貝川東部浄化センター）


